
　市内に住所がある児童・生徒は教育委員会が指定する小・中学校に入学していただきま

す。新入学の児童・生徒に対しては、1月末までに「入学通知書」をお送りします。

問 総務学事課　☎59-2185　℻57-7124

※ 転入転出の予定がある場合、事前に学校または総務学事課へご連絡ください。

　  小学1年、中学1年については入学する学校を選べる「学校選択制度」があります。詳しく

は総務学事課へご相談ください。

※ 栗谷小学校（栗谷町小栗林510）は平成31年4月から休校

☆引っ越した時の手続きの流れ

市外から

転 入
在籍していた学校か

ら受け取った書類を

転学する学校に提出

する

指定学校に転学 指定学校以外の学校に

就学したいとき※  指定学校とは、児童・生徒
の保護者の住所地が属す
る学区により、教育委員
会の指定する学校です。

特別な事情があると認めら

れた場合は、手続きにより

指定学校の変更ができま

す。教育委員会へお問い合

わせください。在籍していた学校か

ら書類を受け取る

転出先の住所地の教育委

員会で転学手続きをする

市内で

転 居

市外へ

転 出

学校名 住所 電話番号

玖波小学校 玖波7-1-1 ☎57-3101

小方小学校 小方ケ丘1-1 ☎57-7158

大竹小学校 白石2-1-1 ☎52-3177

● 小学校

小・中学校転入学に関する手続き

小・中学校
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● 中学校

学校名 住所 電話番号

玖波中学校 玖波4-12-1 ☎57-7241

小方中学校 小方ケ丘1-1 ☎57-7211

大竹中学校 白石1-8-1 ☎52-5177

問 総務学事課　☎59-2185　℻57-7124

　児童・生徒が小・中学校に就学するために必要となる経費の一部を援助します。

　児童扶養手当の支給を受けている家庭や、経済的な理由で就学が困難と認められる家庭

の児童・生徒などの保護者に支給されます。詳しくは学校または総務学事課へご相談くだ

さい。

対象費用

　給食費・学用品費・修学旅行費などの一部

就学援助
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